
改正水質汚濁防止法（Ｈ２２.５.１０公布、Ｈ２３.４.１施行）の主な改正内容 
 
 

１．自主検査の改ざん等に対する罰則 
 水質汚濁防止法第１４条の規定により、特定事業場の設置者は公共用水域への排出水の

水質測定（自主検査）を行うように義務づけられています。 

 今回の改正で、以下の事柄について罰則規定（３０万円以下の罰金）が設けられました。 

① 測定記録の未記録（※測定を行っていない場合も含む） 

② 虚偽の記録 

③ 記録の未保存 

 また、これまで明確でなかった測定項目や定めのなかった測定頻度も新たに規定されま

した。 
 

項目 

排水基準に定められた項目のうち、特定施設設置（使用・変更）届

出の際に排出口ごとに届け出られている項目（届出書様式第一別紙

４「排出水の汚染状態」欄に記載された項目。）（※１） 

頻度等 排出水の汚染状態を届け出ている全排水口で年１回以上 

排
出
水
の
測
定 

時期 
排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻（事業内容

に応じ年間及び日間変動を勘案し事業者が自ら判断）（※２） 

結果の保存 

「様式第８水質測定記録表」に加え、 

① 事業者自らが測定した場合は当該測定に伴い作成したチャート

等の資料（※３） 

② 環境計量証明事業場に委託した場合は計量証明書 

を３年間保存することが必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づき排水基準を定める条例で対象となる日

平均排水量２０ｍ３以上５０ｍ３未満の事業場も罰則規定の対象となります。 

◎ 「特定地下浸透水」を浸透する場合の特定地下浸透水の自主検査についても罰則規定    

が適用となります。 

注意 

（※１）排水基準が定められている事項のうち通常排水口から排出するおそれがあるもの（特定

施設において使用等している物質や副生成等により存在すると推定される物質を含む） 
（※２）日間平均の排水基準が規定されている BOD、COD、SS、T-N、T-P は日間平均による汚

染状態が最も悪いと推定される時期にも測定。また、日間平均の排水基準のみが適用さ

れている大腸菌群数は日間平均による汚染状態が最も悪いと推定される時期に測定。 
（※３）・採水日、試料の保存方法等の試料採取記録 
    ・検量線、濃縮・希釈記録等の計算結果記録表 

・クロマトグラム、測定装置からの打ち出し記録等のチャート類等 

裏【事故時の措置の範囲拡大】 



２．事故時の措置の範囲拡大（水質汚濁防止法第１４条の２） 
 汚水等の流出事故が生じた場合の応急の措置及び県への届出の義務について、対象範囲

が拡大されました。 
 
 
①特定事業場            ①特定事業場 

 
 
 
②貯油事業場            ②貯油事業場※１ 

 
 
 
 
 
                   ③指定事業場※２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【指定物質一覧】 
 

改正前 

油 

油 

公共用水域へ排出 
地下浸透 

改正後 

生活環境項目 

油 

有害物質 

有害物質 有害物質 

指定物質 

公共用水域へ排出 
地下浸透 

公共用水域へ排出のみ 
 

☝改正による追加点 

１．応急の措置等を講ずるべき汚水に、生活環境項目（pH や BOD など）が追加。 

ただし、公共用水域に排出された場合のみ。 

２．「指定施設」の規定が設けられ、事故時の措置の対象として追加。 

：追加部分 

※１：特定事業場かどうか関係なく貯油施設を持つ事業場。 
※２：有害物質又は指定物質を製造、貯蔵、使用、処理する施設。 

1 ホルムアルデヒド

2 ヒドラジン

3 ヒドロキシルアミン

4 過酸化水素

5 塩化水素

6 水酸化ナトリウム

7 アクリロニトリル

8 水酸化カリウム

9 塩化ビニルモノマー

10 アクリルアミド

11 アクリル酸

12 次亜塩素酸ナトリウム

13 二硫化炭素

14 酢酸エチル

15 メチル－ターシャリ－ブチルエーテル（別名MTBE）

16 トランス－1,2－ジクロロエチレン

17 硫酸

18 ホスゲン

19 1,2－ジクロロプロパン

20 クロルスルホン酸

21 塩化チオニル

22 クロロホルム

23 硫酸ジメチル

24 クロルピクリン

25 りん酸ジメチル＝2,2－ジクロロビニル（別名ジクロルボス又はDDVP）

26 ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト
（別名オキシデプロホス又はESP）

27 1,4－ジオキサン

28 トルエン

29 エピクロロヒドリン

30 スチレン

31 キシレン

32 パラ－ジクロロベンゼン

33 N－メチルカルバミン酸2－セカンダリ－ブチルフェニル
（別名フェノブカルブ又はBPMC）

34 3,5－ジクロロ－N－(1,1－ジメチル－2－プロピニル)ベンズアミド
（別名プロピサミド）

35 テトラクロロイソフタロニトリル（別名クロロタロニル又はTPN）

36 チオりん酸O,O－ジメチル－O－(3－メチル－4－ニトロフェニル)
（別名フェニトロチオン又はMEP）

37 チオりん酸S－ベンジル－O,O－ジイソプロピル
（別名イプロベンホス又はIBP）

38 1,3－ジチオラン－2－イリデンマロン酸ジイソプロピル
（別名イソプロチオラン）

39 チオりん酸O,O－ジエチル－O－(2－イソプロピル－6－メチル－4－ピリ
ミジニル)（別名ダイアジノン）

40 チオりん酸O,O－ジエチル－O－(5－フェニル－3－イソオキサゾリル)
（別名イソキサチオン）

41 4－ニトロフェニル－2,4,6－トリクロロフェニルエーテル
（別名クロルニトロフェン又はCNP）

42 チオりん酸O,O－ジエチル－O－(3,5,6－トリクロロ－2－ピリジル)
（別名クロルピリホス）

43 フタル酸ビス(2－エチルヘキシル)

44 エチル＝(Z)－3－[N－ベンジル－N－[[メチル(1－メチルチオエチリデン
アミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート
（別名アラニカルブ）

45 1,2,4,5,6,7,8,8－オクタクロロ－2,3,3a,4,7,7a－ヘキサヒドロ－4,7－
メタノ－1H－インデン（別名クロルデン）

46 臭素

47 アルミニウム及びその化合物

48 ニッケル及びその化合物

49 モリブデン及びその化合物

50 アンチモン及びその化合物

51 塩素酸及びその塩

52 臭素酸及びその塩



大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律概要 
（Ｈ２２．５．１０公布、Ｈ２３．４．１施行） 

 



 

【施行期日】１、２、４については、平成２３年４月１日から施行。 

      ３については、平成２２年８月１０日から施行。 




